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中野市週休２日工事実施要領  

 

 （主旨）  

第１ この要領は、建設現場の働き方改革を推進し、建設業の持続的な担い手確保に

資するため、週休２日工事の実施に当たり必要な事項を定める。  

 （週休２日工事の種類）  

第２ 週休２日工事の種類は、以下のとおりとする。  

  ⑴ 週単位（土日）  

   対象期間の全ての土・日曜日を現場閉所日とする工事  

  （週の定義は月曜日から日曜日までとする）  

  ⑵ 月単位  

   対象期間内の全ての月において、現場閉所率が28.5％以上となる工事  

  ⑶ 通期  

   対象期間内において、現場閉所率が28.5％以上となる工事  

  ⑷ 完全週休２日  

   対象期間の全ての土曜日、日曜日、祝日を現場閉所日とする工事  

 （対象工事）  

第３ 中野市が入札公告等を行う建築工事以外の工事は、週単位（土日）の週休２日

工事を原則とする。ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とすること

も可能とするが、選定にあたっては、工事内容や現場状況に応じて適切に判断す

ること。  

  ⑴ 災害復旧等の緊急を要する工事（注１）  

  ⑵ 現場施工期間（注２）が１週間未満（注３）の工事  

  ⑶ 地域の実情により現場閉所が困難な工事（注４）  

 （用語の定義）  

第４ １ 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間のことをいう。なお、

年末年始６日間（基本12月29日から１月３日）、夏季休暇３日間（基本８月13

日から15日）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止してい

る期間及び発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注

者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など（災害対応、維持工事等

の発注者による緊急・応急的な指示等も含まれる））は含まない。 
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２ 工事完成日とは、片付けを含む現場作業が完了する日のことをいう。 

３ 現場閉所日（注５）とは、予め定めた休工日のことをいう。なお、降雨・

降雪等による予定外の休工日も実際の現場閉所日数に含むものとする。 

４ 休工日とは、１日を通していずれの現場作業（現場事務所での事務作業含

む）も実施しない日のことをいう。（注６） 

５ 週休２日の達成とは、第５に規定される取組を実施し、週単位（土日）、月

単位、通期又は完全週休２日のいずれかを達成した場合のことをいう。 

 （受注者の取組） 

第５ １ 受注者は、建設業の働き方改革を推進する観点から、毎週土日の現場閉所

が達成できるよう取組むものとする。 

２ 受注者は、施工計画書に現場閉所日を明示し、実施する。 

３ 受注者は、現場閉所日として定めた日にやむを得ず作業を行う場合は、 

 前日までに監督員に協議し承諾を得る。 

４ 受注者は、工事契約後、週休２日の対象としていた期間において、受注者

の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間（注７９）が生じる場合

は、受発注者間で協議して週休２日の対象外とする作業と期間を決定すると

ともに、変更施工計画書に明示する。なお、やむを得ず週休２日の対象外と

する期間（注８）を設定する場合は、必要最小限の期間にするものとする。 

５ 受注者は、別紙の定めにより、週休２日を実施する工事である旨を工事現

場において明示する。 

 （発注者の取組） 

第６ １ 発注者は、週休２日を実施する上で必要な工期の設定を行う。 

２ 発注者は、各課等で定めた取扱いに基づき、当初の予定価格において、直

接工事費及び間接工事費を補正した額を計上する。 

３ 発注者は、予め週休２日の対象外とする内容に該当する期間について、特

記仕様書等に記載する。 

４ 発注者は、工事契約後、週休２日の対象としていた期間において、受注者

の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注

者間で協議して週休２日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変

更契約時の設計図書等に対象外とする期間を明示する。 

５ 監督員は、施工計画書により現場閉所日を確認する。 
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６ 監督員は、受注者から第５第４項の協議があった場合は、その理由が妥当

と判断された場合に限りこれを承諾する。 

７ 監督員は、第５第６項の状況を確認する。 

８ 監督員は、工事記録により現場閉所の実施状況を確認する。 

９ 発注者は、第５の規定に基づく週休２日の取組実績に応じて、各課等で定 

めた取扱いに基づき、直接工事費及び間接工事費を補正する。 

10 発注者は、受注者が週休２日を達成したことを認めた場合、工事成績評定

通知書又は履行実績証明書（様式第１号）（注９）により週休２日の達成を

証明するものとする。 

11 発注者は、受注者側に週休２日に取組む姿勢が明らかに見られなか

った場合は、中野市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止規程第

５条に基づき、市長へ報告するものとする。  

12 総括監督員等は、第６第11項に基づく報告により、受注者が市長か

ら入札参加資格停止の措置があった場合は、工事成績評定において減点

を行う。 

   

注１）災害復旧工事のうち、随意契約を行うような応急復旧工事等のこと。災害復

旧工事（本復旧工事）であることのみを理由として対象外とすることがないよう、

留意すること。 

注２）直接工事費に計上されている工種等の実施に要する期間とする。ただし、当

初発注時点に週休２日対象工事とした場合、実績によって直接工事費に計上され

ている工種等に要する期間が１週間未満となっても、週休２日工事対象外とはし

ない。 

注３）５日を超える場合、１週間以上と判断する。 

注４）「⑴災害復旧等の緊急を要する工事」の他、供用時期、施工時間、施工方法

などに特別な制約がある工事のこと。ただし、選定にあたっては、工事内容や現

場条件に応じて適切に判断すること。 

注５）夜間作業において出勤から作業終了までに曜日をまたぐ場合は、出勤してい

ない曜日で作業終了時間から24時間以上の現場閉所を確保できれば、その曜日

を現場閉所日とする。 
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注６）以下の行為は現場作業に該当しないものとする。 

・通行規制に伴う交通誘導 

・現場の安全確認（防犯、防火等）のための見回り 

注７）工事事故等による不稼働期間、天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対す

る突発的な対応期間等のこと。 

注８）１週間単位を基本とする。 

 

図．カレンダーによるイメージ（例： 10日現場被災、 11日応急対応を含む１週間を対象外）  

注９）履行実績証明書（様式１）は、工事成績評定を行わない案件に適用。 
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附 則 

この要領は、令和３年10月１日から施行し、令和４年４月１日以降に入札公

告等を行う工事から適用する。 

附 則 

この要領は、令和６年９月４日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年９月17日から施行し、令和６年10月１日以降に起工起

案を行う建設工事から適用する。 

 附 則 

この要領は、令和７年10月９日から施行する。 
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別紙 

 

工事現場における週休２日の実施の明示について 

 

⑴ 明示方法 

  下図を参考に掲示板を作成し、工事現場に設置することとする。 

 

⑵ 明示内容 

  「週休２日を実施する旨」、「発注者、受注者の連絡先」を明記する。 

 

⑶ 掲示板の大きさ 

  工事件名板（1.1ｍ×1.4ｍ）程度とする。 

 

⑷ 設置位置 

  現場内及び近傍の工事関係者及び公衆が見やすい場所で、かつ、第三者等へ危害

を与えない場所とする。 

 

⑸ 掲示板に関する費用 

  各部の積算基準に基づき定めた取扱いにより計上するものとする。 

 

 

「週休２日」で工事を実施します。 

 

この工事は、建設現場の働き方 

改革を推進するため、週休２日 

の実施に取り組みます。◎◎◎◎ 

 

発注者：中野市○○部○○課 

電話 0269-22-2111（内線 ） 

受注者：○○建設㈱ 

電話  - -   

    

掲示板参考図 
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様式第１号（第６条関係） 

 

第   号 

令和 年 月 日 

 

 （業者名） 様 

 

中野市長     印 

 

週休２日工事履行実績証明書 

 

下記の工事において、週休２日を達成したことを証明します。 

 

記 

 

１ 工事名  

 

２ 箇所名  

 

３ 工期  

 

４ 主任（監理）技術者名  

 

５ 竣工日  

 


